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仕 様 書 
 
１ 件名 
  唐津公共職業安定所に係る自動窓口受付システム一式の調達 
 
２ 納入場所 
  唐津公共職業安定所 〒８４７－０８１７ 唐津市熊原町３１９３ 

現地担当者：庶務課長 馬渡（まわたり）  TEL：０９５５－７２－８６０９  
 
３ 契約履行期限 
  平成３１年３月２９日（金） 
 
４ システムの概要等及び現地調査について 
（１）概要   

 各窓口へスムーズな誘導を行うため、来所者の利用目的別に受付番号カードを

発券し、窓口カウンターからの番号呼び出し操作に連動して、音声及び各種ディ

スプレイにより番号にて窓口に案内を行うシステムであること。なお、発券を行

う業務は「職業相談・紹介」、「新卒応援窓口」、「わかもの支援窓口」、「職業訓練」、

「就労支援窓口」、「障害者相談窓口」の６つを予定している。 
  また、来所者の待ち時間中における呼び出し状況や待ち人数等の情報提供に加

え、利用状況の各種集計機能を備えるシステムであること。 
 

（２）システム機器構成  ※別添レイアウト図参照。 
受付・発券機 大型表示モニター 個別表示器 呼び出し操作器 

１式 １台 ５台 １６台 
          
（３）機器の定義 
   【受付・発券機】 

来所者が利用目的に合わせて自由に窓口を選択でき、発券プリンタと連動して受

付カードを発券する機器であり、各種集計機能を備えるもの。 
   【大型表示モニター】 

待合室の見やすい位置に設置し、全ての業務の待ち状況を一つの画面で一覧表示

し、音声とあわせて呼び出しを行う機器。 
   【個別表示器】 

呼び出しを行う職員のカウンター上に設置し、音声と表示で呼び出しを行う機器。 
   【呼び出し操作器】 

職員が手元に配置し、利用者の呼び出し時に使用する小型の端末。 
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（４）現地調査 
    入札への参加を希望する業者は必ず事前に納入場所の現地調査を行い、電源の確

保や配線処理及び下記５（２）における大型表示モニターの設置方法等の確認を行

うこと。なお、現地調査の際は、事前に２の現地担当者へ連絡し、日程調整を行う

こと。 
 
５ 調達品目（システム）の仕様及び数量等 
（１） 受付・発券機 １式（液晶タッチパネル型ＰＣ１台 、 発券プリンタ１台） 

① ６業務以上に対応していること。また、業務数、業務名称を、当方職員で容易に変

更できること。 
② 発券するカードには、業務内容、受付番号、日付、発券時間、メッセージが印字で

き、必要に応じて業務別に印字内容を任意に設定できるものであること。 
③ 外付け発券プリンタと連動し、受付タッチ後１秒以内に発券できること。また、発

券カードへの印字は感熱方式であること。 
④ 受付・発券機のディスプレイは２０～２２インチ程度とし、外寸（突起物を除く）

は、Ｗ７００×Ｄ３００×Ｈ５００㎜程度以下であること（受付カウンター上に設

置予定）。 
⑤ 発券プリンタの外寸は、Ｗ１５０×Ｄ２００×Ｈ１５０㎜程度以下であること。 
⑥ 発券ディスプレイ・プリンタについて、自立が不安定な場合、転倒や落下防止のた

め接地面を両面テープなどで固定すること。 
⑦ 総発券枚数、時間別の発券枚数、各業務別の呼出件数・平均待ち時間・最大待ち時

間、最大待ち人数、平均処理時間等の集計機能を有すること。任意の期間指定によ

る集計や、業務別、窓口別、時間別の対応者数・処理件数などの集計が可能である

こと。また、集計したデータは、ＥｘｃｅｌまたはＣＳＶ形式でＵＳＢメモリーへ

の出力が可能であること。 
 

（２） 大型表示モニター １台 
以下の機能を有する４０型以上のカラー液晶ディスプレイを使用すること。 

① 操作器からの番号呼び出し操作に連動してポップアップ表示を行う又は番号の文

字色等を変化させること。 
② モニターの表示項目の基本は、業務名、待ち人数、呼び出し番号、窓口番号及び保

留受付番号一覧とし、表示の追加・配列・不要な項目の非表示などの設定変更等は

職員で容易にできるものであること。 
③ 番号表示と連動して、音声出力による案内が可能であること。（モニター付属のス

ピーカーから音が出るものであること。） 
④ 薄型かつ軽量型のものであり、壁への据え付け又は天井からの吊り下げにより設置

すること。なお、設置にあたり必要な金具等がある場合は、納入業者において準備

すること。 
⑤ 設置する際及び設置後は落下等が生じないよう強度・耐震等を十分考慮し、適切な
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設置を行うこと。 
 

（３） 個別表示器 ５台 
① 操作器からの番号呼び出し操作に連動して、表示器の表面に受付番号と受付窓口番

号を表示でき、呼び出し直後は表示を点滅させること。なお、表示される番号の色

は白色、若しくは番号が識別しやすい色（原色）であること。 
② 操作器に連動した個別表示器にて、それぞれ独立して音声の呼び出しが可能である

こと。（個別表示器に付属されるスピーカーより音が出るものであること。また、

すべての個別表示器から一斉に同じ呼び出しを行うタイプは不可とする。） 
なお、呼び出し音声の内容は、プログラムされている音声パターンを任意に組み

合わせて変更が可能であること。 
③ 個別表示器の外寸（突起物を除く。）は、Ｗ４００×Ｄ８０×Ｈ１６０㎜程度であ

ること。 
④ 窓口カウンターにポール（Ｈ１，０００㎜程度）等で設置するタイプであること。

また、ポールは取り付け、取り外しが容易に行え（クランプ式等）、取り付け後に

おいても向きの調整が可能であること。 
 

（４） 呼び出し操作器 １６台 
窓口カウンターに設置し、職員が手元で操作して発券した順番に呼び出し操作を

行うことが可能であり、以下の機能等を有すること。 
① 機能性に優れたカラー液晶タッチパネル方式の端末であること。 
② 受付・発券機等他の機器とリアルタイムで連動させること。 
③ １台の操作器からすべての業務の呼び出しができること。また、操作器上の液晶表

示で業務別に直近の呼び出し番号、待ち人数及び待ち時間が確認できること。なお、

設定の詳細については２の現地担当者と十分打ち合わせること。 
④ 順番の呼び出し以外に、再度呼び出し、任意呼び出し、不在者保留、処理済み、取

り消し等の操作ができること。 
⑤ 小型タイプ（Ｗ８０×Ｄ１５０×Ｈ２０㎜程度以下）であること。 
⑥ 操作器への充電が必要な場合は充電することができる卓上ホルダーを付属するこ

と。なお、卓上ホルダー専用として、ＯＡタップの手配は要しない。 
 

（５） 専用消耗品 
機器の納品と同時に、５（１）発券プリンタに対応する、５０，０００枚以上の

カードの発券に必要な消耗品を、合わせて納品すること。 
 
（６） その他 

① 調達する物品は新品であること。 
② 上記機器以外に、設置に関して必要となるケーブル、付属機器等についてはすべて

契約業者において準備することとし、すべての機器について据付、接続、配線、現
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地調整、ソフトウェアのインストール、導入時の設定作業等の付帯作業まで行い、

受付・発券機、表示器及び操作器が連動し、自動窓口受付システムとして正常に稼

働するよう適切に処置すること。 
③ システムの導入にあたり、一部無線通信による方式を採用する場合には、外部から

の不正アクセス、通信内容を傍受されることがないよう、無線アクセスポイントと

通信を行う機器間とのセキュリティ対策を十分に講じること。 
また、端末操作に際し、即座に反応するよう、通信速度は特に留意し、通信速度が

低下したり、接続が不安定になることがないように、適切な対策を講じること。 
④ 各システム機器について、汎用品による場合、当該システムの運用に際し、関係の

無い機能（ソフト）については、可能な限りアンインストール、若しくは操作制限

の設定を行うこと。 
⑤ 導入時の各種設定内容（業務数、表示・印字内容等）の詳細は、２の現地担当者と

それぞれ打合せのうえ決定する。 
⑥ 導入時に自動窓口受付システムの各装置の基本操作、設定変更方法等の操作手順を

記載したマニュアルを２部以上提供し、操作説明を行うこと。 
⑦ 各機器を接続した際、ＰＯＥ機能等を有するケーブルの電源供給出力が低下する場

合は、低下しないよう対策を講じること。 
⑧ 納品場所はＯＡフロアであるため、専用ケーブルは床下又は天井裏を通すこと。 
⑨ 各機器の設置場所は、別添レイアウト図のとおり予定しているが、詳細については

２の現地担当者へ事前に確認すること。 
⑩ 機器導入後であっても、個別表示器等の機器の追加ができること。 

 
６ 留意事項 
（１） 設置作業後は、各機器の稼働調整（テスト）を行い、結果を２の現地担当者へ報告

すること。 
（２） 作業日程については、２の現地担当者と打合せのうえ決定することとするが、原則、

平日の業務終了後か土日祝日の庁舎閉庁日とする。 
（３） 契約業者は、作業が円滑に行われるよう、常に善良なる作業責任者を選任すること。

作業にあたっては、作業責任者が細心の注意を払ってこれを行うこと。 
（４） 作業において、施設及び既設機器等を毀損しないよう、また、危険、火災、盗難等

の事故防止には万全の注意を払い、事故回避のため必要な安全対策をとること。万

一事故が発生した場合は全て受託業者の負担において原状回復及び修理等を行うこ

ととする。 
（５） 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。 
（６） 本仕様書に記載がない事項については、打合せによることとする。 
（７） 再委託については別紙による。 
 
７ アフターケア 
（１） 傷害発生時は窓口を契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。 
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（２） 納入物品に関し、物品引渡しの日から１年以内に発見された瑕疵にかかる修理また

は取替の諸費用は契約業者が負担すること。 
（３） 納入物品に関し、当方の重大な過失でない場合の故障は、納入後１年間は無償で修

理対応すること。 
（４） ソフト面の不具合発生時は、リモート操作にて対応ができること。 
（５） 機器の不具合発生時は、現場訪問対応ができること。 
 
８ 契約担当部署 
  〒８４０－０８０１ 
  佐賀市駅前中央３－３－２０ 佐賀第二合同庁舎４階 
  佐賀労働局総務部総務課 会計第一係 坂井 
  TEL：０９５２－３２－７１５５ 
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（別紙） 

再委託についての要件 

 

第１ 再委託について 

（１）落札者は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 

 （２）落札者は、再委託する場合には、甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その 
承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、 
届け出を行わなければならない。 

 （３）落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該 
第三者（以下「再委託者」という。）の行為について、甲に対しすべての責任 
を負うものとする。 

 （４）落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するため 
に必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければなら 
ない。 
 

第２ 再委託先の変更 

落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第１（２）ただし書に該当す

る場合を除き、再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

 

第３ 履行体制 

（１） 落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該 
第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体 
制図を甲に提出しなければならない。 

 （２）落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を

甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、

届出を要しない。 

   ・受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみ

の変更の場合。 

   ・事業参加者の住所の変更のみの場合。 

   ・契約金額の変更のみの場合。 

（３）前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認め 
たときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 

 
 
※上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に

交付する。 
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別紙４－２

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

0

（事業所名称）

合　　計（　税　抜　）

単価
（②）

型　　番　・　規　　格

入札金額内訳書(件名：自動窓口受付システム一式の購入)

No. 品　　名
数量
（①）

単位
合計金額（　税　抜　）

（①×②）
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1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

0

（事業所名称）

合　　計（　税　抜　）

入札金額内訳書(件名：自動窓口受付システム一式の購入)(再度入札用)

No. 品　　名 型　　番　・　規　　格
数量
（①）

単位
単価
（②）

合計金額（　税　抜　）
（①×②）









　　支出負担行為担当官　佐賀労働局総務部長　殿

①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②

③

※上記については、本体のほか、設定、設置上必要とする機器、器具等をすべて記載すること。

　メーカー名：

　機種名：

受付・発券機  （１式）

大型表示モニター（１台）

個別表示器（５台）

呼び出し操作器（１６台）

　メーカー名：

　メーカー名：

　メーカー名：

　メーカー名：

　機種名：

　メーカー名：

　機種名：

　メーカー名：

　機種名：

　メーカー名：

　機種名：

　メーカー名：

　機種名：

仕様内容証明書

　機種名：

所在地又は住所

代 表 者 職 氏 名

商 号 又 は 名 称

　メーカー名：

　機種名：

　機種名：

専用消耗品

　機種名：

　機種名：

　メーカー名：

　機種名：

　メーカー名：

　機種名：

　メーカー名：

　メーカー名：

　機種名：

　メーカー名：

　機種名：


